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凡

例

一
、
本
書
は
、
明
治
八
年

(B
5
判
、
明
治
九
年
よ
り
B
6
判
と
な
る
)
か
ら
二

十
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
六
十
九
分
冊
四
九
、
八
九
九
ペ
ー
ジ
の
「大
審
院
刑

事
判
決
録
」
及
び
「明
治
十
九
年
大
審
院
諸
罰
則
判
決
録
」
四
八
五
ペ
ー
ジ
を
、

新
し
く
A
4
判
に
元
版
の
四
ペ
ー
ジ
を
縮
小
編
集
し
、
全
体
を
A
4
判
全
二
十

九
冊
に
分
冊
、
約
一
二
、
六
〇
〇
余
頁
に
圧
縮
し
た
。

復
刻
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
備
付
分
を
底
辺
に
お
き
、

手
持
ち
の
判
決
録
と
を
照
合
し
な
が
ら
訂
正
本
を
底
本
と
し
て
厳
選
し
、
(
こ

れ
は
、
既
に
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
の
復
刻
の
際
の
指
摘
の
訂
正
本
に

対
し
慎
重
に
対
応
し
た
。
ま
た
、
照
合
の
結
果
手
持
ち
分
と
東
大
分
は
同
一
内

容
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
結
果
と
し
て
、
元
版
の
未
入
分
に
限
っ
て
東
大
備

付
分
を
直
接
利
用
さ
せ
て
頂
き
)
新
版
判
決
録
の
復
刻
再
現
の
基
礎
が
出
来
た
。

二
、
本
書
は
、
原
本
内
容
を
忠
実
に
再
現
す
る
為
、
写
真
複
写
の
方
法
に
依
っ
た

為
文
字
は
旧
文
字
で
正
誤
表
文
字
も
組
み
込
ま
ず
に
元
版
の
ま
ま
と
し
、
印
刷

斑
も
若
干
残
っ
た
。
但
し
正
誤
表
の
綴
り
込
み
位
置
を
各
元
巻
の
目
次
の
後
に

統
一
配
置
し
た
。
ま
た
、
新
一
頁
に
元
版
四
頁
を
二
段
組
に
し
、
そ
れ
ら
を
A

4
版
に
縮
小
し
、
元
版
頁
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
新
版
下
部
中
央
に
は
各
巻
毎
に

通
し
頁
を
、
ま
た
奇
数
頁
に
内
容
表
示
の
柱
を
設
定
し
た
。

三
、
復
刻
対
象
は
、
後
掲

一
覧
の
通
り
、
尚
今
回
の
配
本
対
象
は
ゴ
チ
ッ
ク
部
分

で
あ
る
。
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廿
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廿
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六
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月
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十
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十
二
月
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行

(発
行
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月

記
載
無

明
治
十
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十
二
年

〃〃〃〃〃〃十
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十
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明
治
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四
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五
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六
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明
治
十
六
年

〃〃〃〃〃

〃〃〃十
七

〃

ー,〃〃〃〃

一
月

二
月

三
月

四
月

五
月

六
月

七
月

八
―

九
月

十
―
十
一
月

十
二
月

一
―

二
月

三
月
上

三
月
下

四
月

五
月

六
月

七
-

九
月

十
―
十

一
月

十
二
月
上

十
二
月
下

四
ー
十
二
月

一
―

三
月

四
―

五
月

六
月

七
―

八
月

九
―

十
月

十
一
月

十
二
月

一
―

二
月

三
月

〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃十
七

〃十
六

〃

〃〃〃〃〃〃〃〃

明
治
十
六
年

〃ーー〃〃〃〃〃〃〃ーーーーー1ーーノノ〃

十
七

十
六

ーー〃十
七

〃〃〃ーーーー〃十
六

十
七

〃ノー

〃〃〃〃〃〃〃〃〃ーーーーーーーノ〃ノノ

明
治
十
七
年

〃〃〃〃〃

〃ノノ〃〃〃

〃,,〃〃〃

一
月

五
月

三
月

十
一
月

三
月

四
月

七
月

九
月

十
月

三
月

九
月

十
一
月

十
二
月

三
月

四
月

五
月

七
月

五
月

五
月

五
月

九
月

六
月

八
月

九
月

六
月

九
月

八
月

八
月

十
二
月

十
二
月

三
八
八

六
二
九

五
〇
六

六
六
八

六
八
四

四
九
〇

三
七
九

五
二
九

八
六
二

六
七
二

五
五
五

四
六
四

五
六
五

六
一
五

八
八
三

四
六
七

六
五
二

二
四
四

四
二
六

四
二
九

五
一
九

五
三
三

六
三
八

三
四
〇

四
九
三

六
一
九

四
二
三

五
七
二

六
〇
四

七
九
四

廿
六

廿
七

廿
八

廿
九

五
十
九

六
十

六
十
一

六
十
二

六
十
三

六
十
四

六
十
五

六
十
六

六
十
七

六
十
八

六
十
九

七
十

〃〃〃〃ノノ〃〃〃ーー〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃ーー〃

〃〃〃〃〃〃〃ーー〃ーー

十
九
年

二
十
年

四
月

五
月
上

五
月
下

六
月
上

六
月
下

七
―

八
月

九
月

十
月

十
―
十

一
月

(十
)

ーー

〃

月

〃〃〃〃

十
八

〃〃〃

〃〃〃〃

明
治
十
八
年

〃〃〃

(十

一
)

一
-
十
二
月

一
―
十
二
月

〃〃

十
九
年
大
審
院
諸
罰
則
判
決
録

〃〃

〃〃

十
九
年

ーー

二
月

三
月

五
月

十
月

九
月

十
二
月

十
二
月

九
月

九
月

廿
三
年
十
二
月

廿
四
年

廿
二
年

三
月

三
月

六
一
九

五
〇
六

五
九
七

三
〇
四

六
一
九

九
七
六

七
五
四

九
六
四

一
七

一

―
〇
四
二

五
一
五

三
七
三

四
八
五

(註
)

明
治
十
三
年
九
月
判
決
分
は
、
大
審
院
蔵
版
で
あ
り
、
そ
の
他
は
、
司
法
省
蔵
版
で
あ
る
。

明
治
十
八
年
は
、
刊
行
さ
れ
ず
。
明
治
十
九
年
分
に
、
十
八
年
判
決
が
若
干
含
ま
れ
て
い
る
。
又
、
明

治
十
九
年
、
廿
年
は
、
博
文
本
社
刊
行
分
で
あ
る
。

〈
判
決
件
数
に
つ
い
て
〉

明
治

八
年

〃ーー〃ーー〃ノ,

九
年

十
年

十
一
年

十
二
年

十
三
年

十
四
年

一
七
件

六
六
件

一
四
一
件

三
三
六
件

六
二
六
件

一
〇
八
一
件

一六
〇
八
件

明
治
十
五
年

ー
〃〃〃〃1

〃〃

〃

〃

十
六
年

十
七
年

十
九
年

十
九
年

二
十
年

合

計

一
一
三
四
件

三
二
五
件
(新
刑
法
)

二
一
七
三
件

四
三
四
一
件

一
一
〇
件

一
五
五
件

(諸
罰
則
)

八
六
件

一
二
、
一
九
九
件
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